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【 解答・ 解説】  
 

第１ 単元 宅地建物取引士の使命と 役割 

番 

号 

解 答 解    説 

１  × 

コ ン プラ イ アン ス と は、 「 宅地建物取引業法等の法令や各社で定める 社内

ルールなどに従い、 公平・ 公正な企業活動を行う 」 こ と 、 加えて「 社会倫理へ

の適切な配慮をする 」 こ と である 。 法律に抵触し ていなければ社会倫理にそぐ

わない行動をし ても 許さ れる と いう 考え方は、 コ ンプラ イ アンス 重視の社会か

ら の期待に応えら れないこ と になる ため、 宅建業者のみなら ず全ての企業・ 事

業者は法律・ 法令と 社会倫理の両方の物差し を常に念頭に置いて事業を遂行す

る べき である 。  

（ 宅地建物取引士の使命と 役割（ 66 頁） 第２ 節 コ ンプラ イ アン ス はなぜ必

要か 参照）  

２  × 

宅地建物取引業法第 34 条の２ 第８ 項において、 媒介契約を締結し た宅建業者

は売買に関する 申込みが書面であった際には、 遅滞なく その旨を依頼者に報告

し なければなら ないと さ れている 。 本問においては媒介業者が自ら の事情を優

先し 、 購入申込みに関する 情報を依頼者に伏せて不利な条件で売却さ せよ う と

し ている こ と はま ず本条の違反と なり 、 し かも 、 「 たった今売買契約が成立し

た」 と 依頼者の利益に反する 虚偽の事実を 述べており 、 監督処分の対象になる

可能性がある 。 なお、 こ う し た行為はレ イ ンズ利用規程第 20 条「 顧客への報

告」 義務にも 違反する こ と になる 。 し たがって、 本設問における 宅建業者の行

為は誤り である 。  

（ 宅地建物取引士の使命と 役割（ 23 頁） ２  不動産媒介契約に関する ト ラ ブ

ル、 （ 75 頁） 事例 11 参照）  

３  ○ 

本設問は不動産広告に関する も ので、 近時は紙媒体と 呼ばれる 新聞広告やチ

ラ シ広告よ り イ ンタ ーネッ ト 上の検索サイ ト や自社ホームページ等によ る 物件

告知・ 宣伝が主流と なってき ている が、 媒介契約期間が終了し ている も のや成

約済みの物件が、 メ ンテナンス さ れぬま ま いつま でも 掲載さ れている ケース も

多く 、 各地の不動産公正取引協議会から 違約金課徴など の制裁が頻繁に行われ

ている のが現状である 。 特に注意する べき は、 本問のよ う に集客のため「 故意

に」 物件掲載を続ける ケース だけでなく 、 メ ンテナンス を失念し ていたよ う な

過失のケース であったと し ても 「 おと り 広告」 と なってし ま う こ と で、 こ う し

た行為は宅地建物取引業法第 32 条、 不当景品類及び不当表示防止法（ 第５ 条第

３ 号） 、 不動産の表示に関する 公正競争規約（ 第 21 条） に抵触する こ と にな

る 。  

（ 宅地建物取引士の使命と 役割（ 22 頁） １  広告に関する ト ラ ブル 参照）  

４  〇 

消費者と 宅建業者と の紛争やト ラ ブルの原因の３ 割強は重要事項に関係する

も のであ る （ 国土交通省「 宅地建物取引業法 施行状況調査（ 令和４ 年

度） 」 ） が、 こ う し たト ラ ブルを防止する ためには宅地建物取引業法第 35 条の

重要事項説明にかかる 法令を網羅的に押さ える と と も に、 現地調査能力や法令

に関する 役所での聴き 取り 調査力など数え上げればき り がない。 加えて、 昨今

では購入者の固有の事情、 例えば購入動機にかかる 重要かつ特別な調査事項と

し て、 いわゆる 「 特命的調査依頼」 への対応が必要と なっており 、 購入者から

依頼がなさ れた場合には適切な調査の上、 重要事項説明書に記載し て説明し な

ければなら ない。  

（ 宅地建物取引士の使命と 役割（ 23 頁） ３  物件調査に関連する ト ラ ブル 参

照）  

５  × 本設問の人物はこ れま で自ら 開拓し てき た顧客データ は自分のも のである と
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誤った解釈をし ており 、 こ のこ と が原因で法令違反を犯し ている こ と に留意し

なければなら ない。 仮に当該データ の記憶媒体（ Ｕ Ｓ Ｂ メ モリ ー） が手元に

あって自ら が管理をし ている と し ても 、 それは会社に帰属する 個人データ であ

る こ と から 退職時には当然に返却し なければなら ない。 転職先の建売業者か

ら 、 前勤務先の媒介業者の顧客に挨拶状を 送る 行為は当該人物が個人で行う こ

と ではなく 、 転職先の建売業者が行う 営業行為である こ と から 、 前勤務先の媒

介業者は「 不正持出し 」 によ る 個人情報の流出事件を起こ し た企業と なり 、 転

職先の建売業者は不正に入手し た個人データ を利用し たこ と になってし ま う 。  

（ 宅地建物取引士の使命と 役割（ 72 頁） 事例４  参照）  

６  × 

新築建売物件の売主は販売に当たり 重要事項説明書を作成し 、 客付けを依頼

し た販売代理業者や媒介会社に予め交付し ておく こ と が一般的であり 、 取引が

成立する 際には当該重要事項説明書がそのま ま 利用さ れる のが通常である 。 加

えて、 売主から はいわゆる 「 セールス ト ーク 」 用に、 物件の魅力やメ リ ッ ト な

ど を 記し た書面など が交付さ れる こ と も あ る 。 媒介や販売代理を 行う 宅建業

者、 そし て宅地建物取引士は、 広義の不動産媒介業務（ 販売代理を含む） を行

う に際し 、 買主に対し て正し い重要事項説明を 行う 義務を 負っ ている こ と か

ら 、 売主から の情報や重要事項説明書の内容を鵜呑みにする のではなく 、 自ら

精査・ 検証する 必要がある 。 本問のケース では、 南側の生産緑地を日照確保の

メ リ ッ ト と し て強調し ている が、 生産緑地は指定から 30 年を経過し たり 、 農業

従事者の死亡によ り 営農不可と なった場合など、 将来的に指定が解除と なる 可

能性がある にも かかわら ず、 売主の要望に基づき 「 南側土地には建物が建たな

い」 と のセールス ト ーク を 用いて買主を誤認誘導し ている こ と から 、 宅地建物

取引業法第 47 条の２ 第３ 項（ 規則第 16 条の 11 第１ 号イ ） に抵触する 可能性が

ある 。  

（ 宅地建物取引士の使命と 役割（ 73 頁） 事例７  参照）  

  

第２ 単元 改正法令の主要な改正点と 実務上の留意事項 

番 

号 

解 答 解    説 

１  × 

空家等対策の推進に関する 特別措置法の一部改正によ り 、 空家等が適切な管

理が行われていないこ と によ り そのま ま 放置すれば特定空家等に該当する こ と

と なる おそれのある 状態にある と 認める 空家等（ 以下「 管理不全空家等」 と い

う 。 ） の所有者等に対し 、 管理不全空家等が特定空家等に該当する こ と と なる

こ と を防止する ために必要な措置をと る よ う 「 指導」 をする こ と ができ る こ と

と さ れた（ 第 13 条第１ 項） 。 ま た、 市区町村長は、 上記の指導をし た場合、 な

お管理不全空家等の状態が改善さ れず、 そのま ま 放置すれば特定空家等に該当

する こ と と なる おそれが大き いと 認める と き は、 指導をし た者に対し 、 修繕、

立木竹の伐採その他の管理不全空家等が特定空家等に該当する こ と と なる こ と

を防止する ために必要な具体的な措置について「 勧告」 する こ と ができ る こ と

と さ れた（ 第 13 条第２ 項） 。 さ ら に、 勧告がさ れた管理不全空家等の敷地の用

に供さ れている 土地は、 住宅用地に対する 固定資産税の課税標準の特例（ 小規

模住宅用地で評価額の６ 分の１ 等） を解除する こ と と さ れた（ 地方税法第 349

条の３ の２ 第１ 項） 。 し たがって、 宅地建物取引の対象と なる 不動産が管理不

全空家等である 場合、 市区町村長の指導、 勧告を受ける こ と 、 勧告がさ れた管

理不全空家等の敷地の用に供さ れている 土地は住宅用地に対する 固定資産税の

課税標準の特例を解除する こ と と さ れたこ と 等に留意し 、 重要な事項と し て説

明する こ と が求めら れる 。  

（ 法令改正のポイ ント （ 34頁） 空家等対策の推進に関する 特別措置法の一部を

改正する 法律 参照）  

２  ✕ 消費者は、 事業者が消費者契約の締結の勧誘をする に際し 、 事業者の一定の
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行為によ り 困惑し 、 それによ って当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思

表示をし たと き は、 こ れを 取り 消すこ と ができ る （ 困惑類型の取消事由。 消費

者契約法第４ 条第３ 項） 。 こ れま で困惑類型の取消事由に当てはま る 行為は８

種類であったが、 令和４ 年５ 月改正によ っ てさ ら に次の①から ③の行為が追加

さ れた。  

①勧誘を する こ と を告げずに、 退去困難な場所に同行し て勧誘する こ と （ 第３

号）  

②威迫する 言動を交え、 相談の連絡を妨害する こ と （ 第４ 号）  

③契約前に目的物の現状を 変更し 、 原状回復を著し く 困難にする こ と （ 第９ 号

後半部分） 。  

本問は、 ①に該当し 、 契約の取消事由に当たる 。  

（ 法令改正のポイ ント （ 59頁） 消費者契約法の改正 参照）  

３  ✕ 

宅地造成等規制法の一部改正によ り 、 都道府県知事等が、 盛土等によ り 人家

等に被害を及ぼし う る 区域を規制区域と し て指定し 、 規制区域内で行われる 盛

土等は都道府県知事等の許可の対象と する こ と と さ れた。 規制区域は、 市街地

や集落、 その周辺など人家等が存在する エリ アについて森林や農地を含めて広

く 指定する ほか、 市街地や集落等から は離れている も のの、 地形等の条件から

人家等に危害を及ぼし う る エリ ア（ 斜面地等） も 指定でき る こ と と し 、 宅地造

成等の際の盛土だけでなく 、 単なる 土捨て行為や一時的な堆積についても 規制

の対象と する こ と と さ れた。  

（ 法令改正のポイ ン ト （ 73頁） 宅地造成等規制法の一部を 改正する 法律 参

照）  

４  ○ 

改正前民法では、 他人の土地や設備（ 導管等） を 使用し なければ電気、 ガ

ス 、 水道など のラ イ フラ イ ンを引き 込むこ と ができ ない土地の所有者は、 解釈

上、 相隣関係の規定等の類推適用によ り 、 他人の土地への設備の設置や他人の

設備の使用ができ る と 解さ れていた。 し かし 、 明文の規定がないため、 設備の

設置や使用に応じ ても ら えないと き や、 所有者が不明である と き には対応がで

き ず、 ま た、 土地・ 設備の使用に伴う 償金の支払義務の有無ある いは権利行使

をする 際に事前の通知を要する かなどのルールが明確ではなかった。 そこ で改

正民法では、 他の土地にラ イ フ ラ イ ン の設備を 設置する 権利（ 設備設置権）

（ 改正民法第 213 条の２ 第１ 項） 等の新たな規定を設けた。  

（ 法令改正のポイ ント （ 110頁） 所有者不明土地関連法 参照）  

５  〇 

「 デジタ ル社会」 への対応の一環と し て宅地建物取引業法が改正さ れ、 令和

４ 年５ 月 18 日以降は、 重要事項説明書及び契約締結時の書面（ いわゆる 37 条

書面） を 書面（ 紙） で交付する 場合でも 、 宅地建物取引士の「 押印」 は不要と

なった。 なお、 媒介契約成立時に交付する 書面については、 記名押印について

何ら 触れら れておら ず、 従来ど おり 書面（ 紙） には宅建業者の「 押印」 が必要

である 。 また、 書面の交付について、 媒介契約成立時の書面の交付（ 第 34 条の

２ ） 、 重要事項説明書の交付（ 第 35 条） 、 契約締結時の書面の交付（ 第 37

条） について、 契約当事者等の相手方の承諾があれば、 書面に代えて電磁的方

法で提供する こ と ができ る こ と と なった。  

（ 法令改正のポイ ント （ 96頁） デジタ ル社会の形成を図る ための関係法律の整

備に関する 法律 参照）  

 

第３ 単元 紛争事例と 関係法令およ び実務上の留意事項 

番 

号 
解 答 解    説 

１  × 
宅建業者は、 売買取引の媒介において、 売買目的土地について調査を行う 義

務がある が、 その調査義務には境界の調査確認義務も 含ま れる 。 こ の境界の調

査は公簿売買を行う 場合も 義務がある 。 土地の公簿売買は、 実測し た場合、 土
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地面積が減っても 増えても 代金を清算し ないと いう 意味だけであり 、 境界がど

こ にある かは重要な事項であり 公簿売買・ 実測売買と は関連し ない事項であ

る 。 公簿売買なら 境界が変動し て面積が変わっ ても 売買代金に変更はないの

で、 境界の調査をし なく と も よ いと する こ と はでき ない。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 29 頁） 第１ 部紛争事例編№１ —１ —３ （ 接道と

越境の調査・ 説明を怠った） 参照）  

２  〇 

売買の買主から 媒介を頼ま れた宅建業者が、 誤った重要事項説明を行う と 、

契約違反以外に、 不法行為が成立する 可能性が高い。 不法行為が成立し た場

合、 買主が被害を受けた（ 誤った重説を受けた） こ と を知ら ないでいる と 、 不

法行為によ る 損害賠償は 20 年の消滅時効になる 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 41 頁） 第１ 部紛争事例編№１ —３ —２ （ 17 年前

の重要事項説明義務違反が不法行為に問われた） 参照）  

３  × 

過去に建築確認が違法に取得さ れた建物の場合、 建築確認を取得し ている と

し ても 、 既存建物と し て売買の媒介をする 場合、 建築確認取得の要件を欠いて

いて再度建築確認の取得は難し いこ と は重要事項と なる ので、 重要事項と し て

説明する 義務がある 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 41 頁） 第１ 部紛争事例編№１ —３ —２ （ 17 年前

の重要事項説明義務違反が不法行為に問われた） 参照）  

４  ✕ 

媒介業者は、 具体的に借主の賃借目的に沿っ て利用ができ る かど う かの調

査・ 説明義務がある 。 単に管理規約の内容を説明をする だけでは足り ない。 本

問のよ う に、 管理規約から 明ら かに借主希望者が予定し ている 焼肉店営業が困

難である こ と が分かれば、 事前に焼肉店営業目的で借り る こ と を諦める よ う ア

ド バイ ス をし たり 、 事前に届け出て承認を 受けてから 賃貸借契約や内装に取り

かかる よ う 説明すべき である 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 73 頁） 第１ 部紛争事例編№１ —４ —７ （ 賃借物

件における マンショ ン管理規約の説明義務） 参照）  

５  ○ 

媒介業者は、 借主の賃借目的に沿って、 居住用マンショ ンを使用でき る かど

う かの調査・ 説明義務がある が、 特に、 借主が、 ペッ ト を飼育する 予定がなく

ても 、 ま た、 ピアノ を保有し ていなく ても 、 マンショ ンなど の区分所有建物に

ついて管理規約等で「 ペッ ト 飼育不可」 ・ 「 ピアノ の持込・ 演奏禁止」 の規定

がある と き は、 「 専有部分の用途その他の利用の制限に関する 規約の定めがあ

る と き 」 に該当する ので、 「 その内容」 について、 借主に説明する 義務を 負

う 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 73 頁） 第１ 部紛争事例編№１ —４ —７ （ 賃借物

件における マンショ ン管理規約の説明義務） 参照）  

６  〇 

宅建業の免許を持たないＸ 社は、 大手の開発業者が分譲し た７ 区画を、 １ 区画

3, 000 万円で購入し た。 Ｘ 社は、 ３ 年ほど 何も 利用し ない状態で保有し ていた

のち１ 区画約 4, 000 万円で一般の客７ 名に転売し ており 、 こ のよ う なＸ 社の行

為は宅建業の無免許営業になる 可能性が高く 、 こ の分譲地のＸ 社の買取と 転売

を仲介し たＹ 社の代表者は仲介手数料の利益し か得ていない場合でも 、 Ｘ 社の

無免許営業の幇助犯に該当する 可能性が高い。 Ｘ 社の買取と 転売を仲介し たＹ

社が仲介手数料以上に、 転売利益の分配を 受けている と 、 主体的に行ったと さ

れ「 共謀共同正犯」 と 認定さ れる 可能性も ある 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 129 頁） 第１ 部紛争事例編№３ —１ —１ （ 無免

許業者の媒介を行った宅建業者の幇助罪） 参照）  

７  ✕ 

宅建業者Ｘ 社が、 原野商法の被害者に「 他の土地を買ってく れれば、 今所有し

ている 原野を 買い取る 。 」 と 持ちかけ、 差額代金を だま し 取る よ う な営業を

行っていた場合、 宅建業者Ｘ 社のその行為に宅地建物取引士の名義を貸し たＹ

は、 だま さ れた客から 差額代金（ 客が被っ た損害） の損害賠償を請求さ れる 可

能性がある 。 本来、 不法行為責任は、 名義を貸し た宅地建物取引士が、 二次被

害を受けた客が差額代金の損害を受ける こ と を予見し ていた必要がある 。 と こ

ろが名義を貸し た宅地建物取引士は宅建業者Ｘ 社が、 違法な原野商法行ってい

る こ と を 知ら なく ても 、 名義を借り た宅建業者が、 ど のよ う な内容であれ、 違
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法行為を 行う 可能性がある こ と を予見でき たはずだから 、 名義を貸し た宅地建

物取引士は、 客の損害も 予見でき たはずと 認定さ れる 可能性が高い。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 133 頁） 第１ 部紛争事例編№３ —２ —１ （ 名義

貸し をし た宅地建物取引士の損害賠償責任） 参照） ）  

８  × 

宅建業法第 35 条第１ 項各号に定める 重要事項は、 例示列挙であり 、 同条各号

に定めた事項以外であっても 、 宅建業者の相手方において契約を締結する か否

かの判断に重要な影響を及ぼす事項については広く 説明義務がある も のと 解さ

れている 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 157 頁～189 頁）  第１ 節 重要事項の説明

（ 法第 35 条） 参照）  

９  ○ 

都市計画道路と は、 都市計画法の規定によ り 、 計画的な都市づく り のため

に、 都市計画の一環と し てつく る 道路である 。 売買対象地の一部が、 事業化が

未定の都市計画道路にかかっ ている 場合、 事業化が未定（ 計画決定段階） で

あっても 、 建築物の建築には許可が必要と なり 、 地階のない２ 階建て以下の建

物で、 主要構造部が木造や鉄骨造等の非堅固な建物し か建築でき ないと いう 規

制を受ける 。 ま た、 事業決定がなさ れる と 、 原則と し て建物を建築する こ と は

でき ず、 セッ ト バッ ク が必要と なる 。 そのため、 買主の土地利用に重要な影響

を及ぼすため、 宅建業者は当該事実を重要事項と し て買主に説明する 義務があ

る 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 45 頁） 第１ 部紛争事例編№１ —３ —３ （ 道路計

画によ る 土地収用の可能性が存在し た） 参照）  

10 ✕ 

売買対象地の隣地の自然環境は、 隣地所有者の土地の使用状況によ って変わ

る ため、 一般的にはあま り 重要視さ れないが、 買主が隣地の自然環境を 重視

し 、 こ れを購入の動機・ 目的と し たこ と を 宅建業者に説明し ている 場合には、

隣地の開発計画によ り 隣地の自然環境がなく なってし ま う こ と を役所で調べれ

ばすぐ に分かった状況があれば、 重要事項と し て説明する 義務が媒介業者に発

生する こ と がある 。 （ 千葉地裁平成 14 年１ 月 10 日判決）  

11 〇 

売買土地に引き 込ま れた水道管が隣地を経由し ていた場合、 隣地所有者から

撤去を求めら れる 可能性がある 他、 水道管が破損し た場合、 修理にも 困難が生

じ る 場合がある 。 そのため、 当該事実は重要事項に該当する し 、 役所の水道管

管理図で容易に当該事実が分かる のに宅建業者が調査をし なかった場合には、

宅建業者に過失が認めら れる ため、 媒介を 行う 宅建業者には調査・ 説明義務違

反の責任が発生する 。  

12 × 

売買対象地の水害のリ ス ク は、 買主にと って土地を購入する か否かの判断に

重要な影響を及ぼす事項である 。 そし て、 令和２ 年７ 月の宅建業法施行規則の

改正によ り 、 重要事項説明の対象項目と し て、 「 水防法の規定に基づき 作成さ

れた水害ハザード マッ プにおける 対象物件の所在地」 が追加さ れた。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 183 頁） 則第 16 条の４ の３ に関する 各号説明

ニ参照）  

13 ○ 

最高裁は「 借主が個別事情から 定期建物賃貸借である こ と を十分理解し てい

たと し ても 、 定期建物賃貸借である こ と を 主張する には、 事前説明書を交付し

て説明し なければなら ない。 」 と いう 立場を採っている 。 し たがって、 貸主Ｘ

社の定期建物賃貸借の期間満了によ る 建物返還請求は認めら れず、 Ｙ 社は明渡

請求を拒絶する こ と ができ る 。 なお、 定期借家の根拠条文である 借地借家法第

38 条は、 デジタ ル化法によ る 書面の作成に代えて電磁的方法での作成を認めた

改正を行ったため、 2022 年（ 令和４ 年） ５ 月 18 日から 条文の項数が変更さ れ

ている ので契約書を作成する と き は注意し て頂き たい。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 110頁） 第１ 部紛争事例編№２ —１ —６ （ 定期建

物賃貸借の賃貸人が、 借地借家法第38条第２ 項（ 現第３ 項） 所定の書面交付を

怠った） 参照）  

14 ○ 
現借地借家法第 38 条第６ 項は、 契約期間が１ 年以上の定期建物賃貸借契約で

は、 期間満了の１ 年前から ６ か月前ま での間に、 「 終了通知」 をする こ と を定
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めている 。 期間満了６ か月前ま でに「 終了通知」 をし ない場合でも 、 それ以降

に終了通知を すれば、 通知が借主に届いた日から ６ か月後に終了を 対抗でき

る 。 し たがっ て、 終了通知を 怠っ ても 、 終了を 対抗でき る 時期が遅れる だけ

で、 定期建物賃貸借と し ての効力は変更さ れない。 学説上は、 ６ か月前ま での

終了通知を怠る と 、 普通建物賃貸借に転換する と いう 説も ないではないが、 裁

判例（ 東京地裁平成 21 年３ 月 19 日判決） においても 上記と 同様の判断をし て

おり 、 現在ま でのと こ ろ、 こ れに反する 下級審の裁判例は、 少なく と も 公刊物

では見あたら ず、 こ の裁判例を批判する 見解は多く はない。 し たがって、 通知

期間満了後に通知をし た場合であっても 、 契約期間満了ま でに通知をすれば、

通知の日から ６ か月を 経過し た後は、 終了を 建物の賃借人に対抗する こ と が

でき る と 解する のが実務的にも 適切妥当である 。  

（ 宅地建物取引士講習テキス ト （ 105頁） 第１ 部紛争事例編№２ —１ —５ （ 定期建

物賃貸借の賃貸人が、 期間満了後に終了通知を出し た） 参照）  

 

第４ 単元 改正税制の主要な改正点と 紛争事例およ び実務上の留意事項 

番 

号 

解 答 解    説 

１  × 
 非居住者の不動産売却に源泉徴収が必要かどう かは「 個人が自身又は親族の

居住用のために 1 億円以下で購入」 し たかどう かで判断する のであって、 納税

管理人の届出が適正にさ れている かどう かは関係が無い。  

２  〇  名目如何に関わら ず、 税務上売価と 同等のも のが合計で 1 億円以下かどう か

で判断する 。 売価と 同等なも のの代表例に固定資産税等精算金がある 。  

３  × 
 相続時精算課税制度における 基礎控除は受贈者ごと に 110 万円である 。 従っ

て、 1 人の受贈者が 2 人の特定贈与者から 贈与さ れた場合は、 110 万円をそれぞ

れの特定贈与者ごと の贈与財産価額に応じ て按分する こ と になる 。  

４  × 
 居住用財産の 3, 000 万円特別控除は、 その所有者にと って主に居住する 一の

家屋だけが適用対象になる 。 セカンド ハウ ス は主に居住する 家屋には該当し な

いので適用対象ではない。  

５  〇 
 住宅ロ ーン控除の適用において床面積要件の緩和は令和 6 年ま での期限付き

制度であったが、 改正大綱によ り 建築確認日を令和 7 年末までにし た上で令和

7 年末ま で延長する 方針になった。  

 


